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ドングリランド管理運営業務仕様書 

 

第１ 趣旨 

本仕様書は、指定管理者が行うドングリランドの管理及び運営（以下「管理運営」という。）

に関する業務に関し、標準的な業務の基本方針、範囲、内容、基準その他必要な事項を示すも

のである。 

 

第２ 管理運営の基本的事項 

１ 施設の設置目的 

   県民の心身の健康の増進並びに森林及び緑化に関する知識の向上を図るとともに、県民参

加の森づくり活動（ドングリランドの森づくりプランに沿った県民の参加と協働による森づ

くり活動の企画運営及び、森林ボランティアへの活動支援等）の拠点施設として設置された。 

２ 施設の概要 

別紙１「ドングリランドの概要図」及び別紙２「主要施設及び建物の一覧」を参照 

３ 基本方針 

指定管理者は、次に掲げる基本方針のもと、本仕様書に定める事項に従い、事業計画書等

に基づいて、ドングリランドの供用区域に設けられた森林、建物、遊歩道、駐車場等の公園

施設及び配置された備品、用具等の物品（以下「施設等」という。）を適正に管理運営しなけ

ればならない。 

（１）公の施設として、公平なサービスの提供に努め、施設等の平等な利用を確保すること。 

（２）施設等を適正かつ効率的に維持管理し、利用者が安全かつ快適に利用できるようにす

るとともに、効率的かつ効果的な管理運営を行うこと。 

（３）利用者に適切かつ的確な対応を行うとともに、利用者のニーズを踏まえた質の高いサ

ービスの提供に努めること。 

（４）ＮＰＯ法人、ボランティア団体等との協力連携等、県民との協働による管理運営に努

めること。 

（５）施設等の効用を十分に発揮することができるように、利用に関する情報の発信、創意

工夫のある企画、イベント等の自主事業の実施に努め、その利用促進を図ること。 

（６）利用者の満足度を高めるため、管理運営に関する事業評価等を行い、その業務に反映

させるように努めること。 

（７）香川県（以下「県」という。）と緊密に連絡調整を行い、県の施策に協力するととも

に、公渕森林公園等の周辺施設との協力連携にも配慮すること。 

 

４ 関係法令等の遵守 

指定管理者は、施設等の管理運営を行う上で、次に掲げる法令等を遵守するとともに、労

働、施設保守点検、廃棄物処理、行政手続、個人情報、情報公開等の関係法令に従わなけれ

ばならない。 

（１）法律、政令 

①地方自治法（昭和 22年法律第 67号） 

②地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16 号） 
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（２）条例及び規則 

①香川県森林公園条例（昭和 53 年条例第 2号。以下「条例」という。） 

②香川県森林公園規則（昭和 53 年規則第 14号。以下「規則」という。） 

 

５ 安全確保と適正な利用 

指定管理者は、管理運営に当たり、次に掲げる基準に従い、ドングリランドの利用者の安

全確保と適正な利用が図られるように、その業務を行わなければならない。 

（１）災害、事故等の未然防止 

指定管理者は、施設等の管理運営に起因する火災、犯罪、事故等の発生の未然防止に

努めること。 

（２）緊急時の対応 

①指定管理者は、災害、事故等の発生に備え、利用者の避難誘導等の安全確保、必要

な通報等の体制を整備するとともに、万一、災害、事故等が発生した場合には、迅

速かつ的確に利用者の避難誘導等を行い、その安全を確保するとともに、警察署、

消防署等関係機関に通報し、必要な指示を受けること。 

②利用者の応急手当ができるよう、ドングリランドビジターセンターに救急箱等を常

備すること。 

③負傷者、傷病者が出た場合には負傷等の状況に応じて救急搬送を手配するとともに、

必要があると認めるときは、近隣の医療機関等との協力体制を構築すること。 

④災害発生時の住民の避難、林野火災の消火活動等、緊急時対応のための施設等の使

用については、県の指示に従うこと。 

（３）利用の制限、禁止等の措置 

①指定管理者は、災害、事故等の発生により、やむを得ず施設等の一部又は全部の利

用若しくは立入を制限し、又は禁止する必要があると認めたときは、施設等の損傷

の程度、現場保存の必要性等の状況に応じて迅速かつ的確な措置を講じるとともに、

直ちに県に報告し、必要な指示を受けること。 

②指定管理者は、施設等の利用について、利用者にその適正な利用を求めるとともに、

条例又は規則の規定に違反して施設等を利用する者、公序良俗に違反している者そ

の他施設等を適正に利用していない者に対し、その行為の中止等の指示を行うこと。 

 

６ 規程等の整備及び会計処理 

（１）規程等の整備 

  指定管理者は、施設等の管理運営に必要となる規程等を定め、県に報告するとともに、

その規程等に基づき、業務を実施すること。 

（２）会計処理 

①指定管理業務に関する口座を設け、独立して会計処理をすること。 

②会計処理に関する帳簿を備え、収入及び支出の状況を適確に記帳すること。 

③帳簿並びに収入及び支出の証拠書類を５年間保存すること。 

④県が帳簿並びに収入及び支出の証拠書類の提示を求めた場合は、これに応じること。 
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 ７ 環境等への配慮 

指定管理者は、施設等の管理運営に当たり、次に掲げる基準に従い、環境等に配慮して、

その業務を実施しなければならない。 

（１）省エネルギー、資源の循環的な利用、廃棄物の適正処理等、環境に配慮した管理運営

を行うこと。 

（２）受動喫煙を防止するため、必要な措置を講ずるように努めること。 

 

第３ 施設等の利用時間等 

    規則で利用時間を定める施設以外の施設等は、常時開放としている。 

  １ ドングリランドビジターセンターの利用時間等 

     規則第２条第１項及び第３条第１項に規定する利用時間等は次のとおりである。 

施設 利用することができない日 利用時間 

ドングリランド

ビジターセンタ

ー 

①１月４日から４月 28日まで、５月

６日から７月19日まで及び９月１日

から12月 28日までの間の火曜日（そ

の日が国民の祝日に関する法律（昭

和 23年法律第 178 号）に規定する休

日（以下「休日」という。）に当たる

ときは、その日後においてその日に

最も近い休日でない日） 

②12 月 29 日から翌年の１月３日ま

での日 

午前９時から午後５時まで 

 

 

２ 運用の留意事項 

（１）指定管理者は、施設等について、基本的に、上記１に定める利用時間等により管理 

運営するものとする。 

（２）指定管理者は、施設等の適正管理、利用促進等を図るため、必要があると認めると

きは、あらかじめ知事の承認を受けて、利用することができない日時等を変更するこ

とができる。 

 

第４ 指定管理者が業務を行う区域、施設等 

   募集要項及び本仕様書に添付する次の図面又は書類を参照すること。 

    別紙１ ドングリランドの概要図 

    別紙２ 主要施設及び建物の一覧 

    別紙３ 貸付物品の一覧 

  

 

 



- 4 - 

 

 

第５ 指定管理者が行う業務の範囲 

１ 施設の維持管理に関する業務 

（１）共通的事項 

（２）建物・工作物等の維持管理 

（３）園地等の維持管理 

 

２ 施設の運営に関する業務 

「ドングリランドの森づくりプラン」の推進 

（１）森づくり・森林体験行事の企画、開催及び運営 

（２）森林環境教育の推進と学校教育における活動の受入れ及び指導 

   （３）森林ボランティア活動の支援、情報収集及び発信 

（４）どんぐり銀行活動の支援とドングリの育苗管理 

（５）条例等に基づく許可 

（６）業務日誌 

（７）事業計画書等の提出 

（８）事業報告等 

（９）事業評価等 

（10）報告の徴収、調査、監査等 

（11）指定期間の終了等における引き継ぎ業務 

 

３ 利用促進に関する業務 

自主事業の企画・運営に関する業務     

 

第６ 指定管理者が行う業務の基準  

指定管理者は、業務執行体制を組織し、次に掲げる基準に基づき、利用者が安全かつ快

適に施設等を利用できるように、施設等の適切な管理運営を行うこと。 

なお、業務の実施については、 別紙４ 管理運営業務の基準表を参照のこと。 

 

１ 業務執行体制の組織 

（１）管理事務所の設置及び組織体制の整備 

   ①ドングリランドビジターセンターに管理事務所を設置すること。 

   ②管理運営に関する業務を効率的に実施するための業務執行体制を組織し、総括責任

者１名を配置すること。 

   ③業務の性質、作業量等に応じて必要があると認めるときは、その業務に関し専門的

な知識、技能を有する職員、臨時職員等を配置すること。 

（２）勤務体制 

    公園施設の利用時間、多客シーズン等を考慮の上、施設等の管理運営に支障のない

よう職員の勤務体制を組むとともに、利用者の要望等に応えられるものとすること。 
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（３）知識、技能等の習得 

    管理、案内、接遇等の業務に従事する職員等の資質及び能力を高めるため、研修の

実施、参加等により、その知識、技能等の修得に努めること。 

    

２ 維持管理に関する業務 

指定管理者は、利用者に安全かつ快適なサービスの提供ができるように、次に掲げる基準に基

づき、施設等の機能を常に良好に保持するための適正な維持管理に関する業務を行うこと。  

なお、その履行に当たっては、効果的かつ効率的な実施に努めること。 

 

（１）共通的事項 

     ドングリランドの維持管理は、次に掲げる基準により、点検、清掃、草刈等の作業を、

計画的かつ適切に実施し、各施設等の適切な維持管理を行うこと。 

     ①施設の利用状況、気象条件や植物の生育状態等を考慮の上、効率的で効果的な時期、

時間等を把握し、作業を実施すること。 

     ②維持管理の作業の内容によっては、施設の休館日に実施する等、利用者の安全性及

び利便性に十分配慮すること。 

     ③必要に応じて利用者への事前周知や注意喚起、バリケードによる作業区域の仮囲い

等を行い、作業を実施すること。 

     ④災害等により施設が損傷した場合は、適切な安全対策をとるとともに、速やかに県

に報告すること。 

     ⑤業務実施に当たって不明な点、疑問が生じた場合は、原則として県と協議し、問題

解決に努めるものとする。 

 

（２）建物・工作物等の維持管理 

①建築物の維持管理 

  1)ドングリランドビジターセンター 

   ・利用者が快適に利用できるよう施設内外の清掃を徹底すること。 

   ・機材、道具等の維持管理は、イベント等の使用に支障をきたさないように貸出

し・手入れ等を適切に行うこと。 

   ・周辺工作物等の維持管理は、目的に沿った利用ができるよう適切に行うこと。  

   ・利用時間に沿った門の開閉を行うこと。 

   ・ガス器具、給排水施設等は事故、故障に至らないよう管理を適正に行うこと。 

   ・その他維持管理 

2)倉庫・更衣棟 

  ・利用者の利便性に支障をきたさないよう、施設内外の整理・整頓等に努めるこ

と。 

  ・その他維持管理 

      3)展望台（休憩舎） 

       ・利用者が快適に過ごせるよう適切な草刈りを行い、周辺の環境整備に努めるこ

と。 

       ・利用者の安全確保のため、巡回を実施すること。 
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       ・その他維持管理 

4)トイレ１、２及び３ 

・作業中は、利用者の利便に配慮すること。 

・衛生器具、床、壁、鏡、窓ガラス、ドア、照明器具等を適切な方法及び頻度に

より清掃し、清潔を確保すること。 

・石けん、ペーパー等の消耗品を確認し、常に必要な補充を行うこと。 

・その他維持管理 

    ②工作物等の維持管理 

日常的に巡視点検を行い、良好な環境と美化を心がけるとともに、快適な空間を確保

するために必要な清掃業務等を実施すること。 

（３）園地等の維持管理 

日常的に巡視点検を行い、良好な環境と美化を心がけるとともに、快適な空間を確保

するために必要な清掃業務等を実施すること。 

     

（※別紙２主要施設及び建物一覧を参照のこと。） 

 

３ 運営に関する業務 

森林ボランティア等との協働により策定されたドングリランドの森づくりプランに沿

った活動を県民の直接参加により企画運営する。 

また、施設の運営にあたっては、県民が広く参加できる森づくり体験等のイベントや、

森づくりボランティアによる森林整備活動の支援となる企画等（以下「森づくり活動」

という）を月 10回程度実施すること。ただし、悪天候等やむを得ない事由により中止と

なった場合は、この限りではないものとする。 

なお、上記の森づくり活動については、指定管理者が主催または共催等で活動の企画・

運営に参画しているものを含むものとする。 

また、業務実施に当たって不明な点、疑問が生じた場合は、原則として県と協議する

こと。 

 

（１）森づくり・森林体験行事の企画、開催及び運営 

    森林ボランティア団体等との連携を図り、ドングリランドの森づくりプランに沿っ

た行事を企画、開催、運営すること。 

    ①森林整備活動を体験する森づくり行事を開催すること。 

    ②自然観察や自然素材を用いたクラフトづくりなどを行う森林体験行事を開催する

こと。 

   ③行事参加の効果を高めるため、家族単位の参加者を公募すること。ただし、成人

はこの限りでない。 

    ④行事開催前に必ず安全についての注意事項を説明すること。特に、未成年者の危

機管理は、参加家族で行うよう説明すること。 

 

（２）森林環境教育の推進と学校教育における活動の受入れ及び指導 
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小中学校の総合学習の活動を受入れ、指導を行うこと。 

     

（３）森林ボランティア活動の支援、情報収集及び発信 

      施設を利用する森林ボランティア団体等との連携を図り、森林ボランティア活動の

支援や情報収集・発信等を行うこと。 

 

（４）どんぐり銀行活動の支援とドングリの育苗管理 

    どんぐり銀行の預金受付け及び預金されたドングリの育苗管理等を行うこと。 

 

（５）条例等に基づく許可 

指定管理者は、ドングリランドにおいて、条例等に基づく許可を要する行為を行う

場合は、知事に必要な申請等の手続を行い、許可を受けること。 

 

（６）業務日誌 

指定管理者は、施設等の管理運営について、一日の業務内容を記録した業務日誌を

作成し、５年間保存すること。 

 

（７）事業計画書等の提出 

①指定管理者は、施設等の管理運営に関し、県と協議、調整の上、翌年度の事業計

画書を提出し、事業開始前（３月31日）までに承認を受けること。 

②指定管理者は、県が、ドングリランドの管理に係る予算を措置するための資料、

管理運営、利用の状況等に関する資料の提出を依頼したときは、その資料を提出

すること。 

 

（８）事業報告等 

①定期報告 

1)指定管理者は、毎年事業年度終了後４月 30 日までに、次の項目を記載した事業

報告書を、県に提出すること。 

・指定管理業務の実施状況及び収支状況 

・施設の利用状況 

・自主事業等の実施状況及び収支状況 

2)指定管理者は、翌月 10日までに、次の項目を、県に報告すること。 

    ・毎月の施設利用状況 

    ・施設修繕の状況（１件３万円以上のもの） 

②臨時報告 

指定管理者は、施設等において、次に掲げる事態が発生したときは、速やかに県

に報告するとともに、県の指示を受けること。 

1)災害、事故等が発生したとき。 

2)利用者から苦情、要望等を受けたとき。 

3)放置物件を発見したとき。 
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4)上記 1)～3)に掲げるもののほか、特に指定管理者が必要と認めたとき。 

 

（９）事業評価等 

指定管理者は、利用者の意見又は要望の聴取等により、施設等の管理運営に関する満

足度を把握し、その業務の実施に反映させるよう努めること。 

 

  （10）報告の徴収、調査、監査等 

①地方自治法第 244 条の２第 10 項の規定により、知事は、指定管理者に対して、当

該管理運営の業務又は経理の状況に関し、報告を求め、実地について調査し、又

は必要な指示をすることがある。 

②地方自治法第 199 条第７項の規定により、香川県監査委員は、指定管理者の出納

その他事務の執行について、監査することがある。 

 

（11）指定期間の終了等における引き継ぎ業務 

    指定管理者は、指定期間の終了、指定の取消し等により施設等の管理運営に関する

業務を履行しないこととなったときは、遅滞なく、後継の指定管理者にその業務の引

き継ぎを行うこと。 

 

４ 利用促進に関する業務 

指定管理者は、利用促進につながる自ら企画した自主事業（収益事業を含む。）の開催、運営 

に関する業務を適正に行うこと。  

 

５ 管理運営経費の負担 

（１）管理運営業務に伴う経費の負担 

    ①指定管理者は、施設等の維持管理及び管理運営に関する業務の実施に当たっては、消

耗品費、印刷製本費、光熱水費その他管理運営のために必要となる経費を負担の上、

その業務を実施するものとする。 

    ②施設等の本来の効用を維持するために必要な修繕は、施設等の管理に付随するもので

あるため、５万円未満の小規模なものは、指定管理者が実施するものとする。 

    ③指定管理者が修繕により施設等を附合した工作物、物品等は、県に帰属するものとす

る。 

（２）災害、軽微な修繕に該当しない修繕等の取扱い 

    指定管理者は、上記(1)①又は②に定めるものを除き、施設等について災害、損傷等に伴

う復旧工事又は軽微な修繕に該当しない修繕若しくは更新を要すると認めたときは、見積

書を添付の上、県に報告し、県の指示を受けて対応するものとする。 

 

６ 施設賠償責任保険 

指定管理者は、施設等の利用に関して生じる損害の補填や賠償の履行のため、損害賠償責任 

保険に加入すること。 

なお、指定管理者が加入する保険は、現在、指定管理者が加入している次の保険内容と同水



- 9 - 

準以上のものであること。 

 

（１）保険の名称  指定管理者賠償責任保険  

（２）被保険者   特定非営利活動法人どんぐりネットワーク 

（３）契約の相手方 三井住友海上火災保険（株） 

（４）対象施設   ドングリランド 施設面積：公園全域（31ha）  

  （５）保険内容   身体賠償 １名につき  １億円 １事故につき ２億円   

財物賠償 １事故につき １,０００万円 

   （６）免責金額   身体賠償、財物賠償ともなし。 

また、イベントの実施に当たっても、内容により保険に加入すること。 

 

第７ 留意事項 

１ 包括的な管理運営業務の委託の禁止 

   指定管理者は、清掃、警備等の個々の具体的業務を第三者に委託することはできるが、

管理運営に係る業務を一括して第三者に委託することはできない。 

 

２ 個人情報の取扱い 

   指定管理者が管理を通じて取得した個人情報は、香川県個人情報保護条例第 9 条の規

定により、その適正な取扱いの義務が課せられる。 

 

 

 



別紙1 ドングリランドの概要図

給水施設

給水施設

種目：事務所建

構造：木造

延べ面積：164.14㎡

取得年月日：H14.9.18

用途：休憩所

周辺施設：倉庫・更衣棟

（休憩舎）

トイレ１

トイレ２

トイレ３
駐車場３

駐車場１

駐車場４ 駐車場５

キャンプ場跡

桜の園

苗畑

子どもの広場



 

 

別紙２ 主要施設及び建物の一覧 

 

建物 

名称 所在 面積（㎡） 取得年月日 

ドングリランドビジター

センター 

西奥中谷 6082－１外 164.14 Ｈ14．9．18 

倉庫・更衣棟 西奥中谷 6082－１外 22.50 Ｈ14．9．18 

展望台（休憩舎） 奥中谷 6023－２外 12.96 Ｓ60．3．26 

トイレ１ 西奥中谷 6082－１外 33.14 Ｈ11．3．31 

トイレ２ 奥中谷 5996 5.76 Ｓ61．3．31 

トイレ３ 奥中谷 6056－１ 16.20 Ｓ60．3．31 

 

工作物等 

名称 所在 数量 面積・延長 

諸標 中谷 １式  

駐車場１ 西奥中谷 6060－３ １箇所 0.02ｈａ 

駐車場２ 奥中谷 6056－１ １箇所 0.04ｈａ 

駐車場３ 奥中谷 5996 １箇所 0.03ｈａ 

駐車場４ 西奥中谷 6094―7 １箇所 0.09ｈａ 

駐車場５ 西奥中谷 6056－１ １箇所 0.06ｈａ 

キャンプ場跡等 奥中谷 5978－２ １箇所  

給水施設 西奥中谷 6081－３外 １式  

管理道 西奥中谷 6060－９外 ２路線 960ｍ 

 

園地等 

名称 所在 数量 面積・延長等 

桜の園 西奥中谷 6081－９ １箇所 0.15ｈａ 

子どもの広場 西奥中谷 6082－２ １箇所 0.01ｈａ 

苗畑 西奥中谷 6066 １箇所 1000 本分 

遊歩道 奥中谷 6023－２外 １路線 5,853 ㎡ 

森林 西奥中谷 6082―２ １式 約３１ｈａ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別紙３ 貸付物品の一覧 

 

品  名 規格等 数量 単 価（円） 金  額（円） 
備  考 

(備品番号等) 

映写スクリーン ELPSCO8 １ 52,500 52,500 02011623 

ストーブ 
石油ｽﾄｰﾌﾞ 

FM-181F 
１ 51,030 51,030 02012630 

ストーブ 
ﾍﾟﾚｯﾄｽﾄｰﾌﾞ 

ﾍﾞｲｳｲﾝ GD ﾀｲﾌﾟ 
１ 458,010 458,010 02013299 

チェーンソー CSV395SP １ 81,900 81,900 04002546 

チェーンソー CSV395SP １ 81,900 81,900 04002547 

チェーンソー CSV395SP １ 68,880 68,880 05002034 

チェーンソー CSV395SP １ 68,880 68,880 05002035 

竹用チェーンソー 
CSE3200/30MN9

1N 
１ 51,450 51,450 06002620 

刈払機 SRE260SL １ 53,550 53,550 02012953 

刈払機 SRE2430UT １ 50,600 50,600 21001948 

物置 
ｲﾅﾊﾞｽﾘﾑﾏﾝ 

MGX-16EB 
１ 181,000 181,000 99026106 

物置 
ｲﾅﾊﾞｽﾘﾑﾏﾝ 

MGX-16EB 
１ 181,000 181,000 99026107 

ＡＥＤ（自動体外式

除細動器） 
AED-3100 １ 157,978 157,978 22001213 

 



 

 

別紙４ 管理運営業務の基準表 

①建築物の維持管理 

施設名 基準 留意事項 

ドングリランド 

ビジターセンター 

・清掃は週１回程度実施 

・機材・道具等の維持管理は適宜貸出

し・手入れ等を実施 

・周辺工作物等の維持管理は適切に実

施 

・利用時間に沿った門の開閉を実施 

・ガス器具、給排水施設等の管理を適

正に実施 

・その他維持管理を実施 

・利用者が快適に利用できるよう努

める。 

・イベント等の使用に支障をきたさ

ないよう維持管理に当たる。 

・事故、故障に至らないよう器具等

の適正管理に努める。 

 

 

倉庫・更衣棟 ・清掃は適宜実施 

・その他維持管理を実施 

・利用者の利便性に支障をきたさな

いよう、施設内外の整理・整頓に

努める。 

展望台（休憩舎） ・草刈は年２回程度実施 

・巡回は月２回程度実施 

・その他維持管理を実施 

・草刈は利用者が快適に過ごせるよ

う周辺の環境整備に努める。 

・巡回は利用者の安全確保に努める。 

トイレ１ ・清掃は週 1 回程度実施 

・トイレットペーパーの補給は確実に

実施 

・その他維持管理を実施 

・利用者が快適に利用できるよう施

設内外を常に清潔に保つ。 

トイレ２及び３ ・清掃は月１回程度実施 

・巡回は月１回程度実施 

・その他維持管理を実施 

・利用者が快適に利用できるよう施

設内外を常に清潔に保つ。 

・巡回は利用者の利便性の向上に努

める。 

 

②工作物等の維持管理 

施設名 基準 備考 

駐車場１～５ ・草刈は年５回程度実施 

・巡回は月１回程度実施 

・標識等の補修を適宜実施 

・その他維持管理を実施 

・草刈は利用者の利便性に支障をき

たさないよう周辺の環境整備に努

める。 

・巡回は利用者の安全確保に努める。 

キャンプ場跡等 ・巡回は月１回程度実施 

・その他維持管理を実施 

・巡回は利用者等の安全確保に努め

る。 

※キャンプ場及びキャンプ場周辺の

草刈は、森林整備と関連することか

ら、森林ボランティアとの連絡調整

を図り、実施すること。 



 

給水施設 ・巡回は月１回程度実施 

・簡易な維持修繕については適宜迅速

に実施 

・その他維持管理を実施 

・巡回は利用者の利便性の向上に努

める。 

【この施設で使用する水の取水箇

所】水の取水箇所は二つダムと中ノ

沢ダムの２箇所で、通常は二つダム

の水を使用している。中ノ沢ダムの

水は、二つダムの水が無くなったと

きに使用する。中ノ沢ダムの水の取

水は、給水ポンプによる送水で、送

水先は、二つダムとなっている。 

管理道 ・草刈は年２回程度実施 

・巡回は月１回程度実施 

・その他維持管理を実施 

・草刈は利用者が快適に利用できる

よう周辺の環境整備に努める。 

・巡回は利用者の安全確保に努める。 

※管理道周辺の草刈は、森林整備と

関連することから、森林ボランティ

アとの連絡調整を図り、実施するこ

と。 

 

③園地等の維持管理 

施設名 基準 備考 

桜の園 ・清掃は年５回程度実施 

・草刈は年５回程度実施 

・その他維持管理を実施 

・利用者が快適に過ごせるよう周辺

の環境美化に努める。 

子どもの広場 ・清掃は年５回程度実施 

・草刈は年５回程度実施 

・その他維持管理を実施 

・利用者が快適に過ごせるよう周辺

の環境美化に努める。 

苗畑 ・水やりは苗木を枯損させないよう適

宜実施 

・草刈は年５回程度実施 

・その他維持管理を実施 

・苗木の管理に支障が生じないよう

周辺の環境整備に努める。 

遊歩道 ・巡回は月１回程度実施 

・草刈は年５回程度実施 

・その他維持管理を実施 

・巡回は利用者の安全確保に努める。 

・草刈は利用者が快適に利用できる

よう周辺の環境整備に努める。 

※遊歩道周辺の草刈は、森林整備と

関連することから、森林ボランティ

アとの連絡調整を図り、実施するこ

と。 

森林 適宜実施 ※森林整備と関連することから、森 

林ボランティアとの連絡調整を図 

り、ドングリランドの森づくりプラ 



 

ン」の推進に留意して、適宜実施す 

ること。 

 

 

 


